
２．26

令和３年第１回伊達市議会定例会議決結果表

開会　　令和３年２月26日

閉会　　令和３年３月16日

議案番号 件　　　　　　　　　名
提出月日

委員会 本会議

付託月日 委員会名

議決月日 結　　果

３．３

承 認

市　長

議決月日 議決結果
提出者

議 案 第 １ 号

専決処分の承認を求めることについ
て（伊達市新型コロナウイルス感染
症の感染者等の人権の擁護に関する
条例及び伊達市国民健康保険条例の
一部を改正する条例）

２．26

３．３
承 認

市　長

承 認

市　長
３．３

議 案 第 ３ 号
専決処分の承認を求めることについ
て（令和２年度伊達市一般会計補正
予算（第11号))

２．26

議 案 第 ２ 号
専決処分の承認を求めることについ
て（令和２年度伊達市一般会計補正
予算（第10号))

議 案 第 ５ 号
胆振支庁管内公平委員会委員の選任
について

２．26

議 案 第 ４ 号
胆振支庁管内公平委員会委員の選任
について

２．26

３．３
同 意

市　長 別記

同 意

市　長 別記
３．３

議 案 第 ７ 号 伊達市災害等対策基金条例
２．26 ３．３ 総務文教常任委員会

議 案 第 ６ 号 新市建設計画の変更について
２．26 ３．３ 総務文教常任委員会

３．16
原案可決

市　長 ３．８ 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．８ 原案可決すべきもの
３．16

議 案 第 ９ 号
非常勤特別職職員の報酬に関する条
例の一部を改正する条例

２．26 ３．３ 総務文教常任委員会

議 案 第 ８ 号 伊達市換地委員会条例
２．26 ３．３ 産業民生常任委員会

３．16
原案可決

市　長 ３．８ 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．９ 原案可決すべきもの
３．16

議 案 第 11 号
伊達市介護保険条例の一部を改正す
る条例

２．26 ３．３ 産業民生常任委員会

議 案 第 10 号
伊達市放課後児童健全育成事業の設
備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例

２．26 ３．３ 総務文教常任委員会

３．16
原案可決

市　長 ３．９ 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．８ 原案可決すべきもの
３．16

議 案 第 13 号
伊達市都市公園条例の一部を改正す
る条例

２．26 ３．３ 産業民生常任委員会

議 案 第 12 号

伊達市指定地域密着型サービスの事
業の人員、設備及び運営に関する基
準を定める条例等の一部を改正する
条例

２．26 ３．３ 産業民生常任委員会

３．16
原案可決

市　長 ３．９ 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．９ 原案可決すべきもの

３．16

議 案 第 15 号
伊達市準用河川流水占用料等徴収条
例の一部を改正する条例

２．26 ３．３ 産業民生常任委員会

議 案 第 14 号
伊達市道路占用料徴収条例の一部を
改正する条例

２．26 ３．３ 産業民生常任委員会

３．16
原案可決

市　長 ３．９ 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．９ 原案可決すべきもの
３．16

議 案 第 17 号 伊達市火葬場条例を廃止する条例
２．26 ３．３ 産業民生常任委員会

議 案 第 16 号
伊達市営住宅管理条例等の一部を改
正する条例

２．26 ３．３ 産業民生常任委員会

３．16
原案可決

市　長 ３．９ 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．９ 原案可決すべきもの
３．16



議案番号 件　　　　　　　　　名
提出月日

委員会 本会議

議 案 第 18 号 伊達市市民農園条例を廃止する条例
２．26 ３．３ 産業民生常任委員会

３．16

付託月日 委員会名
議決月日 議決結果

提出者 議決月日 結　　果

原案可決

市　長 ３．９ 原案可決すべきもの

議 案 第 20 号
令和２年度伊達市国民健康保険特別
会計補正予算（第４号）

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

議 案 第 19 号
令和２年度伊達市一般会計補正予算
（第12号）

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

３．16
原案可決

市　長 ３．３ 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．３ 原案可決すべきもの
３．16

議 案 第 22 号
令和２年度伊達市霊園特別会計補正
予算（第２号）

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

議 案 第 21 号
令和２年度伊達市介護保険特別会計
補正予算（第３号）

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

３．16
原案可決

市　長 ３．３ 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．３ 原案可決すべきもの
３．16

議 案 第 27 号 令和３年度伊達市一般会計予算
２．26 ３．３ 予算決算常任委員会 原案可決

市　長 ３．11 原案可決すべきもの
３．16

３．16
原案可決

議 案 第 24 号
令和２年度伊達市水道事業会計補正
予算（第３号）

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

議 案 第 23 号
令和２年度伊達市後期高齢者医療特
別会計補正予算（第３号）

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

３．16
原案可決

市　長 ３．３ 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．３ 原案可決すべきもの
３．16

原案可決

市　長 ３．３ 原案可決すべきもの

議 案 第 26 号
令和２年度伊達市公共下水道事業会
計補正予算（第３号）

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

議 案 第 25 号
令和２年度伊達市簡易水道事業会計
補正予算（第３号）

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会
３．16

３．16
原案可決

市　長 ３．３ 原案可決すべきもの

議 案 第 29 号
令和３年度伊達市介護保険特別会計
予算

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

議 案 第 28 号
令和３年度伊達市国民健康保険特別
会計予算

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

市　長 ３．12 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．12 原案可決すべきもの
３．16

議 案 第 31 号
令和３年度伊達市後期高齢者医療特
別会計予算

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

議 案 第 30 号 令和３年度伊達市霊園特別会計予算
２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

３．16
原案可決

市　長 ３．12 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．12 原案可決すべきもの
３．16

議 案 第 33 号
令和３年度伊達市簡易水道事業会計
予算

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

議 案 第 32 号 令和３年度伊達市水道事業会計予算
２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

３．16
原案可決

市　長 ３．12 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．12 原案可決すべきもの
３．16

議 案 第 35 号
令和２年度伊達市一般会計補正予算
（第13号）

３．５ ３．５ 予算決算常任委員会

議 案 第 34 号
令和３年度伊達市公共下水道事業会
計予算

２．26 ３．３ 予算決算常任委員会

３．16
原案可決

市　長 ３．10 原案可決すべきもの

原案可決

市　長 ３．12 原案可決すべきもの
３．16

議 案 第 36 号
令和２年度伊達市一般会計補正予算
（第14号）

３．16 原案可決

市　長
３．16

報 告 第 １ 号
令和３事業年度伊達市土地開発公社
事業計画及び予算について

２．26 受 理

市　長
２．26



議案番号 件　　　　　　　　　名
提出月日

委員会 本会議

付託月日 委員会名
議決月日 議決結果

提出者 議決月日 結　　果

委 員 会 提 出
議 案 第 １ 号

伊達市議会議員定数条例の一部を改
正する条例

３．16

委 員 会 提 出
議 案 第 ２ 号

伊達市議会会議規則の一部を改正す
る規則

３．16

犬塚議員
他 ６ 名

意 見 書 案
第 ２ 号

コロナ禍における地域差を踏まえた
情報提供のあり方の見直しと、地域
経済の立て直しに向けた支援策を求
める意見書

３．16

犬塚議員
他 ６ 名

議会運営
委 員 会

意 見 書 案
第 １ 号

コロナ禍における地域差を踏まえた
情報提供のあり方の見直しと、地域
経済の立て直しに向けた支援策を求
める意見書

３．16

原案可決

３．16

３．16

原案可決

原案可決

３．16

・胆振支庁管内公平委員会委員の選任について

報 告

委員長
報 告 常任委員会の調査報告について ３．16

決 定

委員長

閉会中の継続
調 査 申 し 出

３．16

原案可決

議会運営
委 員 会

行 政 報 告
第 １ 号

令和３年度市政執行方針
２．26

２．26
受 理

市　長

受 理

教育長

教育行政報告
第 １ 号

令和３年度教育行政執行方針
２．26

２．26

閉会中継続調査の申し出について
３．16

３．16

２．26
報 告

委員長
報 告 特別委員会の調査報告について

２．26
受 理

監　査
監 査 報 告 例月出納検査の結果について

２．26
受 理

監　査
監 査 報 告 令和２年度定期監査の結果について

決 定

議　長
発 議 第 １ 号 議員の派遣について

３．16
３．16

報 告 第 ２ 号
専決処分の報告について（損害賠償
の額の決定及びこれに係る和解につ
いて）

２．26
２．26

受 理

市　長


